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（第３次答申）
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横須賀市議会議長

山下薫様

平成２２年(2010年)８月２６日

議会基本条例検討委員会

委 員長 山口 道夫

議会基本条例検討委員会第３次答申について

●

平成２１年２月２６日に貴職から、横須賀市議会基本条例の制定に

ついて検討を行うよう諮問を受けた本検討委員会は、平成22年６月

２２日に第２次答申をいたしました。

その後、平成２２年８月２日、８月１７日の延べ２回会議を開き、

同条例の運用に当たって必要となる事項について、‘慎重に検討を重

ねた結果、別紙のとおり結論を得たので、ここに答申します。
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議会基本条例検討委員会第３次答申

平成22年(2010年)８月２６日

１．議員研修会の傍聴について（基本条例第１１条第４項関係）

議員研修会の傍聴については、別添１のとおり横須賀市議会議員研修会実

施要領を定め、対応する。

2．一問一答方式について（基本条例第１６条関係）

(1)一問一答方式の導入に伴い、発言通告書の様式を別添２のとおり変更す

る。なお、一括質疑方式または一問一答方式の選択・届け出方法について

は、本発言通告書の提出により行う。

(2)現在の議席番号５～８番（別添３参照）を、一問一答方式の場合の質問

席とする。
一

(3)質問者は、一問一答方式の場合、１回目は登壇して、現在行っている一

括質疑方式で行い、質疑（質問）終了後、質問席に移動し、２回目以降は

質問席で行う。

(4)一問一答方式の場合、市長は１回目の一括質疑（質問）に対する答弁の

み登壇して行い、

(5)一問一答方式の質疑（質問）の持ち時間は、１回目は現在の１回目の持

ち時間と同じとし、２回目以降は、代表質問については４０分、個人質問。

質疑・一般質問・緊急質問については20分とする。

(6)一問一答方式の場合の質疑（質問）時間については、質問者の発言時間

のみカウントし、理事者の答弁等の時間は含まない。

(7)一問一答方式の場合、質問者は市長等の答弁内容を筆記するための補助

者を自身の会派から１名置くことができる。その場合、補助者は、質問者

が１回目の一括質疑（質問）を終え、質問席に向かうのに合わせて、質問

席に移動する。
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(8)一問一答方式の場合、質問時間残り３分前にその旨を表示した表示板に

より周知するとともに、質問時間終了時にベルを２回鳴らす。

3．閉会中における議員の文書による質問について（基本条例第１８条関係）

(1)質問のレベルは、市長及び教育長等を対象とする本会議における一般質

問のレベルとする。なお、質問は、質問者自身の所属する常任委員会の所

管事項に関するものも可とする。

(2)議員の質問の様式及び市長等の回答の様式については、それぞれ別添４

及び別添５のとおりとする。

(3)質問に対する回答の期限は、原則として１週間以内とする。ただし、１
◆

週間以内に回答できない場合は、市長等は回答の様式にその理由及び回答

予定日を明記の上、質問者あて通知するものとする。なお、その場合、質

問者はその旨を議長あて報告するものとする。

(4)質問及び回答の全議員への通知については市議会グループウェアの掲示

板への掲示で、市民への公表については市議会ホームページヘの掲載で、

それぞれ行う。また、市議会のロビーに陵閲覧用を配備する。
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「罰嘉T］
横須賀市議会議員研修会実施要領（案）

（目的）

第１条この要領は、議員の政策形成及び立案能力の向上に資するために実施

する議員研修会について必要な事項を定めるものとする。

（実施時期等）

第２条議員研修会は、第３回定例会及び第４回定例会の最終日の本会議終了

後並びに議長が必要と認めるときに実施するものとする。

２議員研修会は、原則として、議場で実施するものとする。

（研修の内容等）

第３条議員研修会のテーマは、各会派の希望するテーマを募ったうえで、議

会運営委員会において検討し、決定する。

２前項の決定を受け、議長は、議員研修会のテーマに即した者にその講師を

委嘱する。

（議員研修会の公開）

第４条議員研修会は、横須賀市議会基本条例（平成２２年横須賀市条例第38号）

第１１条第３項に基づき、市民等に公開する。

２議員研修会を傍聴しようとする者は、係員にその旨を申し出るとともに、

係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

３前項に定めるほか、議員研修会の傍聴については、横須賀市議会傍聴規則

（平成１４年１２月２０日制定）第10条から第１４条までの規定を準用する。

（その他）

第５条この要領に定めのない事項については、議長が定める。

附則

この要領は、平成２２年８月２６日から施行する。
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発言者氏名

発言の会議

発言の種類

質疑等の方式

答弁を求める者

発
一

一

一

一

宮 通 告害

平成年月日本会議

唾

質疑、一般質問、緊急質問、討論、その他

－ 括、一問一答

【件名及び発言の要旨】

１

２

ア

○○○○○○○○について

（１）．・・・について

ア○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○について

イ×××××××××××××××××××××××××

×××××ついて

(2)．・・・について

ア○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○について

イ×××××××××××××××××××××××××

×××××ついて

△△△△△△△△について

(1)．・・・について

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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長
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会
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事
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長
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総
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進
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部
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政
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日

｡

質問者氏名

回答を求める者

「罰慕亙司
閉会中における質問書年月日提出

(議会基本条例第１８条第１項関係）

【件名及び質問の要旨】

１

２

○○○○○○○○について

（１）．・・・について

ア○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○について、どう考えるか。

イ×××××××××××××××××××××××××

×××××ついて、どう考えるか。

(2)。・・・について

ア○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○について、どう対処するか。

イ××××××××× × × × × × × × × × × × × × × × ×

×××××について、どう対処するか。

△△△△△△△△について

(1)．・・・について

ア○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○について、どう考えるか。

イ×××××××××××××××××××××××××

×について、どう考えるか。

７



唖□
閉会中の質問に対する回答について

回答 日： 平成 年月 日

回答者：

議会基本条例第１８条第１項の規定による○○○○議員の質問について、同条

第２項により次のとおり回答します。

【回答】

質問１－(1)-ア

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

質問１－(1)-イ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

質問１－(2)－ア

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

質問１－(2)-イ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

質問２－(1)-ア

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

質問２－(1)-イ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

８

３

づ
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議会基本条例検討委員会の検討経過について

◎第２４回委員会平成22年８月２日（１３：００～１５：００）

協議事項の１条例運用のための必要事項の検討について協議を行い、既に

決定している事項の確認を行った。

次に、今後の協議事項について協議を行い、①基本条例第１１条第４項に規定

する議員研修会の傍聴について、横須賀市議会議員研修会実施要領を定め対応

すること、②基本条例第１６条第１項に規定する一問一答方式について、質問時

間残り３分前にその旨を表示した表示板により周知するとともに、質問時間終

了時にベルを２回鳴らすこと、③基本条例第１８条第１項に規定する閉会中にお

ける議員の文書による質問のレベルについては、市長及び教育長等を対象とす

る本会議における一般質問のレベルとするとともに、質問は質問者自身の所属

する常任委員会の所管事項に関するものでもよいこと、④同条第２項に規定す

る回答の期限を原則１週間以内とすることを決定した。

続いて、８月１７日（火）に委員会を開催することを決定した。

平成２２年８月１７日（１０：００～１０：１５）

第３次答申(案)について協議を行い､原案のとおり決定した。

◎第２５回委員会平成２２年８月１７日（１０：００～１０：１５）

協議事項の１第３次答申(案)について協議を行い､原案のと糸

続いて、１０月２２日（金）に委員会を開催することを決定した。

９



宣
子

明
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夫
之
知
弘
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明
哉
人

敏
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章
弘
真
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憲
克
新
昭

ｵ委員会委員名簿

山下薫（平成２１年５月１２日まで）

山口道夫（平成２１年５月１５日から）

＊委員就任は平成２１年５月１２日から

委員長

副委員長

委員

同

同

同

同

同

同

同

同

オブザーバー

橋
東
木
沢
田
島
田
下
地
坂
辺

高
伊
青
岩
土
矢
原
木
上
井
田

議会基本条例検討委員会

』

(平成２１年５月１２日まで）

(平成２１年５月１２日から）
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